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１ 春日井市立小中学校適正規模等検討委員会要綱 

 

（設置） 

第１条 春日井市立小中学校（以下「小中学校」という）の適正な配置及び規模につい

て検討し、学校教育環境の整備を図るため、春日井市立小中学校適正規模等検討委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、小中学校の適正規模等に関する基本的な方針及び具体的な方策につ

いて検討し、教育委員会に提言する。 

 （委員） 

第３条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。 

 ⑴ 優れた識見を有する者 

 ⑵ 小中学校の校長及び教員 

 ⑶ 幼稚園及び保育園の代表者 

⑷ 小中学校の児童生徒の保護者 

⑸ 区、町内会及び自治会の代表者 

 ⑹ 公募による市民 

 ⑺ 前各号に定めるもののほか、教育長が必要と認める者 

３ 委員は、第２条の提言をしたときは、解任されるものとする。 

４ 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充することができる。 

 （会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、委員の中から会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職



務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、会長が必要に応じて召集し、会長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又

は説明を求めることができる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。 

 （雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が定

める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成20年１月15日から施行する。 

 



２ 春日井市立小中学校適正規模等検討委員会委員名簿 

 

（順不同） 

役 職 氏 名 備 考 

会 長 中 野 靖 彦 愛知教育大学教授 

副会長 稲 垣 康 江 小中学校ＰＴＡ連絡協議会顧問     ※１

委 員 吉 田 直 子 中部大学教授 

委 員 飯 塚 悦 雄 柏原中学校長 

委 員 井 村 茂 則 高森台小学校長 

委 員 今 井 常 喜 篠木小学校教諭 

委 員 伊 藤   聡 勝川幼稚園理事長 

委 員 中 島 せ と 春日井保育園理事長 

委 員 志 村 美 和 小中学校ＰＴＡ連絡協議会会長     ※２

委 員 臼 田 千 秋 小中学校ＰＴＡ連絡協議会監査     ※３

委 員 山 田 文 雄 味美連合区長 

委 員 佐 藤 義 弘 月見町区長 

委 員 太 田 幸 司 公募委員 

委 員 野 田 芳 雄 公募委員               ※４

※１ 平成20年５月16日まで小中学校ＰＴＡ連絡協議会会長 

※２ 平成20年５月16日まで小中学校ＰＴＡ連絡協議会母親委員長 

※３ 平成20年５月16日まで小中学校ＰＴＡ連絡協議会母親委員会庶務 

※４ 平成20年９月30日付けで辞任 



３ 春日井市立小中学校適正規模等検討委員会開催経過 

 
 開 催 日      内   容 

第 1 回 平成20年４月15日（火）

 

・委嘱状交付 

・会長・副会長選出 

・会議の公開、議事録について 

・委員会の進め方について 

第 ２回 平成20年６月４日（水） ・現地視察 

春日井小学校、石尾台小学校 

第 ３回 平成20年７月30日（水） ・小中学校の適正規模の基本的な考え方に

ついて 

第 ４回 平成20年８月27日（水） ・先進地視察 

 名古屋市教育委員会、岐阜市教育委員会

第５回 平成20年９月24日（水） ・小中学校の適正配置の基本的な考え方に

ついて 

第 ６回 平成20年11月５日（水） ・小中学校の適正配置の基本的な考え方に

ついて 

・小中学校の適正配置の地区別の考え方に

ついて 

第 ７回 平成20年12月24日 ( 水 ) ・提言案の検討 

第 ８回 平成21年 1 月20日（火） ・提言案の検討 

 


